
○佐渡市建設工事総合評価落札方式実施要領の運用基準 

平成31年３月４日制定 

 佐渡市建設工事総合評価方式試行要綱の運用基準(平成19年11月20日制定)

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この基準は、佐渡市建設工事総合評価落札方式実施要領(平成31年訓

令第５号。以下「要領」という。)に基づき、市が発注する建設工事におけ

る総合評価落札方式の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（総合評価の方法等） 

第２条 総合評価の方法は、除算方式によるものとし、無効又は失格とはな

らないものについて、技術評価点及び総合評価点を算出する。 

２ 技術評価点は、入札参加者から提出された技術資料に基づき各評価項目

を点数化した得点の合計点(以下「加算点」という。)に標準点を加えた値

とする。 

  技術評価点＝標準点＋加算点 

３ 前項に規定する標準点は、技術資料を提出した入札参加者に与えるもの

とし、100点とする。 

４ 総合評価点は、技術評価点を入札価格で除して求めるものとし、便宜上、

予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた入札書比較価格。以下同

じ。)を乗じた値(少数点以下第４位四捨五入３位止)を総合評価点として取

り扱うものとする。 

  総合評価点＝技術評価点／入札価格×予定価格 

＝(標準点＋加算点)／入札金額×予定価格 

５ 入札価格が調査基準価格を下回った場合には、入札価格を調査基準価格

として前項に規定する算式により減点前の総合評価点を算出し、入札価格

に応じて次の算式により総合評価点を減点する。ただし、佐渡市建設工事

等参加資格審査・指名委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ適当

と認める規模の建設工事の場合は、総合評価点を減点しないことができる

ものとする。 

  減点＝(調査基準価格－入札価格)×(30／(調査基準価格－失格基準価格)) 

(少数点以下第４位四捨五入３位止) 



６ 前項ただし書の総合評価点を減点しない場合は、入札価格を調査基準価

格として、第４項に規定する算式により総合評価点を算出することができ

るものとする。 

（評価基準等） 

第３条 前条第２項に規定する加算点は、対象工事ごとに評価項目、評価基

準及び得点配分(以下「評価基準等」という。)を定めて算出するものとす

る。 

２ 前項に規定する評価基準等は、次の各号のいずれかによるものとする。

ただし、得点配分については、各評価項目ごとの得点配分を上限として、

必要に応じて変更することができるものとする。 

 ⒧ 特別簡易型 

ア 設計金額が１億２千万円以上の建築一式工事 別表１の評価基準等

を標準とするものとする。 

  イ 設計金額が１億２千万円以上の土木一式工事 別表２の評価基準等

を標準とするものとする。 

  ウ 設計金額が３千万円以上１億２千万円未満の土木一式工事 別表３

の評価基準等を標準とするものとする。 

  エ 設計金額が３百万円以上の舗装工事 別表４の評価基準等を標準と

するものとする。 

  オ 委員会が適当と認める建設工事 別表１から別表４までのいずれか

の評価基準等を標準とするものとする。 

 ⑵ 簡易型 委員会が適当と認める建設工事 別表１から別表４までのい

ずれかの評価基準等に、別表５の簡易な施工計画に係る評価基準等を加

えたものを標準とする。 

３ 評価基準日は、別に規定する場合を除き、入札公告日又は入札執行通知

日現在とする。 

（技術資料の提出様式等） 

第４条 入札参加者に提出を求める技術資料の様式は、当該各号に掲げる様

式とする。 

 ⒧ 企業の技術力・地域性確認資料(様式第１号) 

 ⑵ 配置予定技術者の能力確認資料(様式第２号) 



 ⑶ 簡易な施工計画(様式第３号) 

（技術資料の評価） 

第５条 技術資料の評価は、入札等を担当する課が行うものとする。ただし、

前条第１項第３号の技術資料の評価は、設計・工事等を担当する課が行う

ものとする。 

２ 前項ただし書の評価においては、入札参加者名等を伏せて行うものとす

る。 

（技術資料の記載事項の確認） 

第６条 技術資料の記載事項を確認するため、落札候補者に対し、技術資料

の記載事項を証明する書類(以下「証明書類」という。)の提出を求め、内

容を確認するものとする。 

２ 落札候補者は、落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた日の翌日(佐

渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第２号)に規定する市の休日

を除く。)までに、証明書類を提出しなければならない。 

３ 前２項に規定する証明書類は、評価基準等に示すところによるものとし、

入札公告又は入札執行通知書に明示するものとする。 

４ 第１項の確認において加算点の加点が認められず総合評価点が過大とな

る場合は、総合評価点を減点修正するものとし、これにより総合評価点が

最も高い者が入れ替わる場合は、落札候補者を取り消したうえ、次順位者

について第１項の確認をするものとする。 

（入札の無効） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 ⒧ 技術資料を入札公告又は入札執行通知書で指定する提出期限までに提

出しない場合 

⑵ 技術資料に虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと確認された場合  

⑶ 加算点が零点に満たない場合 

 ⑷ 配置予定技術者の申告がない場合 

 ⑸ 簡易な施工計画の内容が白紙の場合等、不適正な場合 

（簡易な施工計画に係る設計変更） 

第８条 簡易な施工計画の記載内容に基づく設計変更は、原則として行わな

いものとする。 



（監督員による履行確認） 

第９条 監督員は、受注者の技術資料を確認し、技術資料の履行状況を履行

確認表(様式第４号)に記録しなければならない。 

２ 配置予定技術者は、監督員が工事着手届、施工計画書、施工体制台帳、

資格を証明する書類の写し、継続教育(CPD)単位の取得証明書の写し及び

現場監督業務の中で確認を行うものとする。 

３ 市内業者の活用は、監督員が下請通知書、施工体制台帳、施工体系図、

下請業者等との契約書(注文書、請書及び基本契約書等)及び現場監督業務

等の中で確認を行うものとする。 

４ 簡易な施工計画の履行確認は、受注後に施工計画書に記載することとし、

監督員が現場監督業務の中で確認を行うものとする。 

５ 前項の確認において不履行を確認したときは、速やかに入札等を担当す

る課に報告を行うものとする。 

（工事成績評定点等の減点） 

第10条 配置予定技術者が配置できなかった場合は、考査項目総合評価履行

確認にて３点の工事成績評定点の減点を行う。ただし、病気、けが、退職、

死亡等予測不可能なやむを得ない事情で変更を認める場合(市の承認を得

た上で配置予定技術者の評価(「若手技術者の育成」を除く。)と同等以上

の技術者を配置する場合)、産前産後休業・育児休業又は介護休業により

途中休業する場合は、交代する技術者の評価にかかわらず減点を行わない。 

２ 市内業者の活用が、受注者の責により履行できなかった場合は、考査項

目総合評価履行確認にて３点の工事成績評定点の減点を行う。  

３ 簡易な施工計画の内容が、受注者の責により履行できなかった場合は、

工事成績評定の減点は行わない。ただし、工事成績評定の通常の考査項目

に反映させる。 

４ 技術資料の内容を受注者の責により履行できなかった場合は、当該工事

の完成日以降に競争入札が行われる総合評価落札方式の評価において、評

価基準等に基づき加算点の減点を行うものとする。 

（評価経過等の記録様式） 

第11条 評価の結果等は、当該各号に掲げる資料により明らかにしておくも

のとする。 



 ⒧ 総合評価落札方式に関する評価調書(様式第５号) 

 ⑵ 簡易な施工計画評価調書(様式第６号) 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成31年４月１日から施行し、同日以後の入札公告又は入

札執行通知から適用する。 

 （経過措置） 

２ この基準の施行の日前に改正前の佐渡市建設工事総合評価方式試行要綱

の運用基準により行った手続その他の行為は、この基準の相当規定により

行った手続その他の行為とみなす。 

（施行期日） 

３ この基準は、令和３年４月 22 日から施行し、同日以後の入札公告又は入

札執行通知から適用する。(令和３年４月 16 日改正) 

（施行期日） 

４ この基準は、令和３年10月１日から施行し、同日以後の入札公告又は入

札執行通知から適用する。(令和３年８月19日改正) 

（施行期日） 

５ この基準は、令和３年11月10日から施行し、同日以後の入札公告又は入

札執行通知から適用する。（令和３年11月５日改正） 

 （施行期日） 

６ この基準は、令和４年４月１日から施行し、同日以後の入札公告又は入

札執行通知から適用する。（令和４年２月22日改正） 


